
JP 2008-302018 A 2008.12.18

10

(57)【要約】
【課題】遊技盤の交換作業を容易化できる遊技台を提供
すること。
【解決手段】遊技球の入賞口を有する遊技領域が前面に
形成された遊技盤と、前記遊技盤を支持する枠体と、を
備えた遊技台において、前記遊技盤を前記枠体に着脱自
在に係合する係合手段を備え、前記係合手段が、前記遊
技盤の前面に設けた案内部に案内されて、前記遊技盤の
周縁から一部が突出する突出位置と、非突出位置との間
で直線的にスライド可能なスライド部材と、前記枠体に
設けられ、前記スライド部材が前記突出位置にある場合
に前記遊技盤の周縁から突出した当該スライド部材の前
記一部と係合する枠体側係合部と、を備えたことを特徴
とする。
【選択図】図２



(2) JP 2008-302018 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球の入賞口を有する遊技領域が前面に形成された遊技盤と、
　前記遊技盤を支持する枠体と、
を備えた遊技台において、
　前記遊技盤を前記枠体に着脱自在に係合する係合構造を備え、
　前記係合構造が、
　前記遊技盤の前面に設けた案内部に案内されて、前記遊技盤の周縁から一部が突出する
突出位置と、非突出位置との間で直線的にスライド可能なスライド部材と、
　前記枠体に設けられ、前記スライド部材が前記突出位置にある場合に前記遊技盤の周縁
から突出した当該スライド部材の前記一部と係合する枠体側係合部と、
を備えたことを特徴とする遊技台。
【請求項２】
　前記スライド部材は、その底部から突起した突起部を有し、
　前記遊技盤の前面に、前記スライド部材が前記突出位置にある場合に前記突起部と係合
する第１の遊技盤側係合部と、前記スライド部材が前記非突出位置にある場合に前記突起
部と係合する第２の遊技盤側係合部と、を設けたことを特徴とする請求項１に記載の遊技
台。
【請求項３】
　前記枠体は、前記遊技盤を収容する収容空間を有し、
　前記遊技盤を前記枠体に着脱自在に係止する係止構造を更に備え、
　前記遊技盤は、前記係合構造と前記係止構造とにより前記枠体に取り付けられ、
　前記係止構造は、
　前記収容空間を画定する前記枠体の内側部に設けられた第１係止部と、
　前記遊技盤の周縁に設けられ、前記第１係止部と係合する第２係止部と、
を備え、
　前記第１及び第２係止部は、一方が凸状をなし、他方が凹状をなしていることを特徴と
する請求項１に記載の遊技台。
【請求項４】
　前記枠体の一方の側部に回動自在に支持された前面扉を有し、
　前記係止構造は、前記枠体の前記一方の側部側に設けられ、前記係合構造は、前記枠体
の他方の側部側に設けられたことを特徴とする請求項３に記載の遊技台。
【請求項５】
　前記スライド部材と前記案内部とは色が異なることを特徴とする請求項１に記載の遊技
台。
【請求項６】
　前記スライド部材は上下方向にスライド可能であり、かつ、前記突出位置にある場合に
前記遊技盤の下縁からその一部が突出するよう、前記遊技盤の下部に設けられたことを特
徴とする請求項１に記載の遊技台。
【請求項７】
　第１の前記係合構造と、第２の前記係合構造と、を備え、
　前記第１の係合構造の前記スライド部材と前記第２の前記係合構造の前記スライド部材
とは、そのスライド方向が異なることを特徴とする請求項１に記載の遊技台。
【請求項８】
　前記遊技盤と前記枠体との間に介挿される弾性部材を有することを特徴とする請求項１
に記載の遊技台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はパチンコ機に代表される遊技台に関し、特に、遊技盤の取付構造に関するもの
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である。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機に代表される遊技台では、遊技領域を形成する遊技盤は、内枠と呼ばれる枠
体（前枠と呼ばれる場合もある。）に支持されており、この遊技盤をホール内で交換する
場合がある。交換作業は作業効率の観点からなるべく容易に行えることが望ましい。特許
文献１には、内枠の前面側から遊技盤を交換できる構造を開示している。一般に、内枠の
背面側には遊技球の供給機構等が設けられているため、内枠の背面側から遊技盤を交換す
る構造においては供給機構等の取り外し作業が必要となり、手間がかかる。したがって、
内枠の前面側から遊技盤の交換ができると、背面側から交換する場合よりも交換作業が容
易化する。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－９５４２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のものは、内枠に設けた固定体を遊技盤に設けた取付孔に挿入して係合する
ことで遊技盤を内枠に取り付ける構造を開示する。この構造では、遊技盤を内枠に押し付
けるだけで遊技盤の取り付けを行えるという利点があるが、きちんと固定体が取付孔に係
合しているか否かが分かりずらいという問題がある。また、遊技盤を取り外す際には、個
々の固定体の弾性係合片をつまんで係合を解除する必要があり、作業効率の点で改善の余
地がある。
【０００５】
　従って、本発明の目的は、遊技盤の交換作業を容易化できる遊技台を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、遊技球の入賞口を有する遊技領域が前面に形成された遊技盤と、前記
遊技盤を支持する枠体と、を備えた遊技台において、前記遊技盤を前記枠体に着脱自在に
係合する係合構造を備え、前記係合構造が、前記遊技盤の前面に設けた案内部に案内され
て、前記遊技盤の周縁から一部が突出する突出位置と、非突出位置との間で直線的にスラ
イド可能なスライド部材と、前記枠体に設けられ、前記スライド部材が前記突出位置にあ
る場合に前記遊技盤の周縁から突出した当該スライド部材の前記一部と係合する枠体側係
合部と、を備えたことを特徴とする遊技台が提供される。
【０００７】
　本発明の遊技台では、作業者が前記スライド部材を操作してスライドさせることで、前
記遊技盤と前記枠体との着脱ができる。また、前記案内部が前記遊技盤の前面に設けられ
たことにより、前記スライド部材が前記遊技盤の前面に位置しており、前記枠体の前面側
から前記遊技盤を交換できる。したがって、前記遊技盤の交換作業を容易化できる。
【発明の効果】
【０００８】
　以上述べた通り、本発明によれば、遊技盤の交換作業を容易化できる遊技台を提供する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施形態
に係る遊技台Ａの斜視図であり、前面扉４００を開いた態様を示す図である。なお、以下
の説明において、前面（正面）、背面、左、右、上、下といった方向を示す場合には図１
に図示した方向に基づく。
【００１０】
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　遊技台Ａはパチンコ機であって、外枠１００と、内枠２００と、遊技盤３００と、前面
扉４００と、を備える。外枠１００は方形の枠体（例えば木枠）をなしており、遊技台Ａ
をホールの島に設置するための枠である。内枠２００は遊技盤３００を支持する枠体であ
り、外枠１００の前面側に配設され、ヒンジ部２０１を介して外枠１００に回動自在に支
持されている。なお、ヒンジ部２０１は上下に離間して設けられており、図１においては
上方のヒンジ部２０１のみが図示されている。内枠２００の下部には、演出装置５００や
遊技球（パチンコ球）の発射装置５０１等が取り付けられている。
【００１１】
　前面扉４００は内枠２００の一方の側部（左側の側部）においてヒンジ部４０１を介し
て回動自在に内枠２００に支持されている。なお、ヒンジ部４０１は上下に離間して設け
られており、図１においては上方のヒンジ部４０１のみが図示されている。前面扉４００
は、通常は内枠２００の前面を覆う閉鎖状態（不図示）にあり、遊技台Ａのメンテナンス
時等に図１に示す開放状態とすることができる。前面扉４００にはガラス板等の透明の部
材で構成される窓部４０２を有しており、遊技者は窓部４０２を通して遊技盤３００を見
ることができる。前面扉４００の前面には球発射ハンドル４０３が設けられている。遊技
者が球発射ハンドル４０３を操作すると、発射装置５０１から遊技盤３００へ遊技球が発
射されることになる。
【００１２】
　図２は遊技盤３００の正面図である。遊技盤３００は、本体パネル３１０と、遊技領域
３２０と、を備える。本体パネル３１０はその外形が略矩形をなしており、例えば、樹脂
材料から形成される。遊技領域３２０は本体パネル３１０の前面に形成されており、した
がって遊技盤３００の前面に形成されている。以下、本実施形態における遊技領域３２０
の構成について説明する。
【００１３】
　遊技領域３２０には釘３２０ａが複数配設されている。また、遊技領域３２０には、特
図始動入賞口３２１ａ及び３２１ｂ、複数の普図始動入賞口３２２、複数の一般入賞口３
２３、及び、可変入賞装置３２４が配設されている。本実施形態の場合、特図始動入賞口
３２１ａ及び普図始動入賞口３２２はゲート式の入賞口であり、遊技球（パチンコ球）の
入球後も遊技領域３２０を流下する。一方、特図始動入賞口３２１ｂ、一般入賞口３２３
及び可変入賞装置３２４はいずれも、遊技球の入球後には遊技領域３２０から排出される
。これらの各入賞口にはいずれも入球を検出するセンサ（不図示）が設けられている。
【００１４】
　特図始動入賞口３２１ｂは、いわゆる電動チューリップであり、羽根部の開閉により、
遊技球の入球が規制される規制状態と、規制状態よりも遊技球が入球し易い開放状態と、
の間で状態が変化する。可変入賞装置３２４は、大当たりが発生した場合に遊技球の入球
が可能となるよう、その入賞口にシャッタ（不図示）が設けられており、このシャッタは
大当たりが発生した場合にのみ開放される。
【００１５】
　遊技領域３２０には、また、アウト口３２５が設けられている。アウト口３２５は遊技
領域３２０の最下部に設けられており、いずれの入賞口にも入球しなかった遊技球はこの
アウト口３２５に入球して遊技領域３２０から排除される。
【００１６】
　遊技領域３２０の略中央には液晶表示装置（ＬＣＤ）３２６が配置されている。ＬＣＤ
３２６は各種の情報を表示する画像表示装置であり、本実施形態では液晶表示装置を採用
するが他の画像表示装置であってもよい。遊技領域３２０の上部には、普通図柄表示装置
３２７ａ、特別図柄表示装置３２７ｂが設けられている。本実施形態の場合、これらはい
ずれも７セグメントＬＥＤ表示器である。また、普通図柄表示装置３２７ａ及び特別図柄
表示装置３２７ｂの下方には普図抽選保留記憶数表示装置３２８ａが、上方には特図抽選
保留記憶数表示装置３２８ｂが、それぞれ配設されている。
【００１７】



(5) JP 2008-302018 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

　普図抽選保留記憶数表示装置３２８ａは小当たり判定用の乱数の保留回数を表示し、特
図抽選保留記憶数表示装置３２８ｂは大当たり判定用の乱数の保留回数を表示する。本実
施形態の場合、普図抽選保留記憶数表示装置３２８ａ及び特図抽選保留記憶数表示装置３
２８ｂをいずれも複数のＬＥＤで構成し、乱数の保留回数に応じた数のＬＥＤを点灯する
。
【００１８】
　遊技領域３２０には、また、外レール３２９ａ及び内レール３２９ｂが配設されている
。発射装置５０１から発射された遊技球は、外レール３２９ａと内レール３２９ｂとの間
の通路を通って遊技領域３２０の上部へ打ち込まれることになる。
【００１９】
　次に、上記構成からなる遊技領域３２０による遊技について概説する。遊技者が発射ハ
ンドル４０３を操作すると、発射装置５０１から発射された遊技球が遊技領域３２０の上
部へ打ち込まれる。遊技球は、その後、遊技領域３２０に立設した複数の釘３２０ａと衝
突を繰り返しながら遊技領域３２０の下部に流れ落ちる。遊技領域３２０の上部から下部
へ遊技球が流れ落ちる過程で、特図始動入賞口３２１ａ及び３２１ｂ、普図始動入賞口３
２２、一般入賞口３２３、可変入賞装置３２４に遊技球が入球することで入賞となり、遊
技者に対して特典が与えられる。
【００２０】
　遊技者に対する特典として、特図始動入賞口３２１ｂ、一般入賞口３２３に遊技球が入
球した場合は一定数の賞球、例えば３個の遊技球が払出される。可変入賞装置３２４に遊
技球が入球した場合は一定数の賞球、例えば１５個の遊技球が払出される。特図入賞口３
２１ａ、普図始動入賞口３２２に入球した場合は遊技球を払出してもよいが、本実施形態
では払出はない。
【００２１】
　遊技台Ａの制御部（不図示）は特図始動入賞口３２１ａ又は３２１ｂに遊技球が入球し
たことを条件として大当たりの抽選を行なう。抽選の結果は特別図柄表示装置３２７ｂに
より表示する。特別図柄表示装置３２７ｂは所定時間の間、図柄（特別図柄）を変動表示
した後、抽選結果に応じた特別図柄を確定表示する。大当たりの抽選は、乱数を取得し、
取得した乱数が予め定めた値に該当するか否かを判定（大当たりの判定）することにより
行なう。大当たりの当選確率は各抽選毎に例えば１／３５０である。
【００２２】
　本実施形態の場合、大当たりの判定は、特別図柄の変動中には行なわない。特別図柄の
変動中に特図始動入賞口３２１ａ又は３２１ｂへの遊技球の入球があった場合は、その入
球に対応する乱数を保留し、特別図柄の確定表示後に大当たりの判定を行なう。乱数の保
留数は例えば最大４つである。従って、最大保留回数を超えて、特図始動入賞口３２１ａ
又は３２１ｂに入球があった場合、その入球に対応する大当たりの抽選は行なわない。な
お、大当たり用の乱数の保留数を「特図抽選保留記憶数」といい、特図抽選保留記憶数表
示装置３２８ｂによりその数が表示される。
【００２３】
　抽選の結果はＬＣＤ３２６にも表示される。ＬＣＤ３２６は、図柄（装飾図柄）の組合
せを変動して表示した後、大当たりの判定結果に応じた装飾図柄の組合せを表示する。Ｌ
ＣＤ３２６は、特別図柄表示装置３２７ｂの特別図柄の変動開始及び変動終了と略同期し
て装飾図柄の組合せの表示の変動を開始し、終了する。
【００２４】
　次に、遊技台Ａは、大当たりの抽選結果が大当たりであることを条件として、予め定め
た了条件が成立するまで、遊技状態として大当たり状態を設定する。大当たり状態が設定
されている間、可変入賞装置３２４のシャッタが所定回数（例えば１５回）開放し、可変
入賞装置３２４に遊技球が入球可能となる。１回の開放（ラウンド）は可変入賞装置３２
４に一定数の遊技球の入球（例えば９個）があるか、一定時間の経過（例えば３０秒）に
より終了する。大可変入賞装置３２４のシャッタが上記の所定回数開放すると、つまり、
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ラウンド数が所定回数に達すると大当たり状態を終了する。
【００２５】
　遊技台Ａの制御部は普図始動入賞口３２２に遊技球が入球したことを条件として小当た
りの抽選を行なう。抽選の結果は普通図柄表示装置３２７ａにより表示する。普通図柄表
示装置３２７ａは所定時間の間、図柄（普通図柄）を変動表示した後、抽選結果に応じた
普通図柄を確定表示する。
【００２６】
　本実施形態では小当たりの抽選は、乱数を取得し、取得した乱数が予め定めた値に該当
するか否かを判定（小当たりの判定）することにより行なう。本実施形態の場合、小当た
りの判定は、普通図柄の変動中には行なわない。普通図柄の変動中に普図始動入賞口３２
２への遊技球の入球があった場合は、その入球に対応する乱数を保留し、普通図柄の確定
表示後に小当たりの判定を行なう。乱数の保留数は例えば最大４つである。従って、最大
保留回数を超えて、普図始動入賞口３２２に入球があった場合、その入球に対応する小当
たりの抽選は行なわない。なお、小当たり用の乱数の保留数を「普図抽選保留記憶数」と
いい、普図抽選保留記憶数表示装置３２８ａによりその数が表示される。
【００２７】
　遊技台Ａの制御部は、小当たりの抽選結果が小当たりであることを条件として、特図始
動入賞口３２１ｂを一定時間（例えば０．３秒）開放させる。よって、小当たりが成立す
ると特図始動入賞口３２１ｂに遊技球が入球し易くなる。
【００２８】
　次に、内枠２００への遊技盤３００の着脱構造について図２乃至図７を参照して説明す
る。図３は内枠２００と遊技盤３００の分解斜視図、図４は内枠２００の斜視図、図５は
スライド部材３１１及び案内部３１２の斜視図であり、（ａ）は案内部３１２からスライ
ド部材３１１を取り出した態様、（ｂ）は案内部３１２へスライド部材３１１を装着した
態様を示す。図６（ａ）乃至（ｃ）はスライド部材３１１ａの動作説明図であり、図７（
ａ）乃至（ｃ）は内枠２００への遊技盤３００の装着手順を示す模式図である。
【００２９】
　まず、遊技盤３００側の構成について説明する。図２に示すように遊技盤３００の本体
パネル３１０の右側部には、スライド部材３１１ａ、３１１ｂ（以下、総称するときはス
ライド部材３１１という。）が設けられている。スライド部材３１１ａ、３１１ｂはそれ
ぞれ、本体パネル３１０の前面に設けられた案内部３１２ａ、３１２ｂ（以下、総称する
ときはスライド部材３１２という。）に案内されて、遊技盤３００の周縁から一部が突出
する突出位置と、該一部が突出しない非突出位置との間で直線的にスライド可能になって
いる。
【００３０】
　本実施形態の場合、スライド部材３１１ａのスライド方向は左右方向とし、スライド部
材３１１ｂのスライド方向は上下方向としており、スライド方向が異なる。また、スライ
ド部材３１１ａは本体パネル３１０の上部前面に配設され、突出位置において遊技盤３０
０の右縁から突出する。スライド部材３１１ｂは本体パネル３１０の下部前面に配設され
、突出位置において遊技盤３００の下縁から突出する。スライド部材３１１ａ及び３１１
ｂの構成、並びに、案内部３１２ａ及び３１２ｂの構成は本実施形態の場合、同じである
。
【００３１】
　図５を参照して、スライド部材３１１は、板状の本体部３１１１と、操作部３１１２と
、操作部３１１２の底部から突起した突起部３１１３と、を備え、例えば、樹脂材料から
これらが一体に形成されている。操作部３１１２の両側部と本体部３１１１との間にはス
リットが形成されており、操作部３１１２は本体部３１１１に対して矢印ｄ方向に弾性変
位可能である。
【００３２】
　案内部３１２は、内部にスライド部材３１１の挿入空間が形成された門型をなしており
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、本実施形態では本体パネル３１０に一体的に形成されている。案内部３１２の底部は開
口して開口部３１２１を形成し、案内部３１２の手前に位置する本体パネル３１０の表面
３１４とには段差３１２１ａが形成されている。表面３１４には係合穴３１３が形成され
ている。なお、スライド部材３１１と案内部３１２とは色が異なるようにすることが望ま
しい。例えば、案内部３１２が赤色の場合、スライド部材３１１を白色とする。こうする
ことで、スライド部材３１１がどこに位置しているのかが、視覚的に分かり易いという利
点がある。
【００３３】
　次に、図２及び図３を参照して、遊技盤３００の本体パネル３１０の左側部の周縁には
、上下方向に離間した係止凹部３１５ａ、３１５ｂ（以下、総称するときは係止凹部３１
５という。）が形成されている。係止凹部３１５は、本体パネル３１０の左側面を、奥行
き方向（前面→背面）全域に渡って凹ませたわけではなく、本実施形態の場合、前面側の
部分のみを凹ませており、このため、図２に示すように背板部３１５ａ'、３１５ｂ'（以
下、総称するときは背板部３１５'という。）を残存させた構成としている。
【００３４】
　次に、内枠２００側の構成について説明する。図３及び図４を参照して、内枠２００は
右内側部２０３ａ、左内側部２０３ｂ、下内側部２０３ｃ及び上内側部２０３ｄにより画
定される、遊技盤３００の収容空間２０２を有している。なお、収容空間２０２の背面側
は開放している。
【００３５】
　左内側部２０３ｂ及び下内側部２０３ｃには、それぞれ、スライド部材３１１ａ、３１
１ｂに対応する位置に係合穴２０４ａ、２０４ｂ（以下、総称するときは係合穴２０４と
いう。）が形成されている。係合穴２０４ａはスライド部材３１１ａが突出位置にある場
合にその一部と係合し、スライド部材３１１ａが突出位置から非突出位置にスライドされ
ると、係合が解除される。また、係合穴２０４ｂはスライド部材３１１ｂが突出位置にあ
る場合にその一部と係合し、スライド部材３１１ｂが突出位置から非突出位置にスライド
されると、係合が解除される。しかして、スライド部材３１１及び係合穴２０４は遊技盤
３００を内枠２００に着脱自在に係合する係合構造を構成している。
【００３６】
　以下、図６を参照してスライド部材３１１ａ及び係合穴２０４ａの係合動作について説
明する。なお、スライド部材３１１ｂ及び係合穴２０４ｂの係合動作についても同様であ
る。図６（ａ）乃至（ｃ）は、図２の線Ｘ－Ｘに沿う端面図に相当する。
【００３７】
　図６（ａ）は遊技盤３００が内枠２００の収容空間２０２に収容され、かつ、スライド
部材３１１ａが非突出位置に位置しており、スライド部材３１１ａと係合穴２０４ａとの
係合が解除された態様を示している。この態様では、スライド部材３１１ａの突起部３１
１３が係合穴３１３に挿入され、両者が係合した状態にある。その効果は後述する。
【００３８】
　図６（ａ）の態様から、作業者が操作部３１１２を矢印方向に押圧すると、図６（ｂ）
に示すように、操作部３１１２が本体部３１１１に対して僅かに弾性変形し、突起部３１
１３が内枠２００の表面に乗り上げ、スライド部材３１１ａが矢印方向にスライドする。
スライド部材３１１ａのスライドにしたがって、本体部３１１１が遊技盤３００の周縁か
ら突出し始め、本体部３１１１の先端が係合穴２０４ａに挿入され始める。
【００３９】
　操作部３１１２が案内部３１２ａに当接すると、スライド部材３１１ａのスライドが終
了しスライド部材は突出位置に位置する。そして、図６（ｃ）に示すように本体部３１１
１の先端が係合穴２０４ａに挿入されて係合状態となる。このとき、スライド部材３１１
ａの突起部３１１３が開口部３１２１に入り込み、操作部３１１２は元の形状に復元する
。また、突起部３１１３は段差３１２１ａに当接して係合状態となる。つまり、段差３１
２１ａは、スライド部材３１１ａが突出位置にある場合に突起部３１１３と係合する係合
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部を構成している。突起部３１１３と段差３１２１ａとが係合することで、スライド部材
３１１ａが非突出位置に戻ることが規制され、遊技盤３００と内枠２００との係合状態を
より確実に維持できる。
【００４０】
　遊技盤３００と内枠２００との係合を解除する場合には逆の手順となる。すなわち、図
６（ｃ）の態様から作業者がスライド部材３１１ａを逆方向にスライドさせることで図６
（ａ）の態様に戻り、係合が解除される。このとき、突起部３１１３と係合穴３１３とが
係合することで、スライド部材３１１ａが案内部３１２ａから完全に抜け出て脱落するこ
とを防止できる。つまり、係合穴３１３はスライド部材３１１ａが非突出位置にある場合
に突起部３１１３と係合する係合部を構成している。
【００４１】
　次に、図３及び図４に戻り、内枠２００の構成を更に説明する。内枠２００の左内側部
２０３ｂには係止凹部３１５ａ、３１５ｂにそれぞれ対応する位置に、係止凸部２０５ａ
、２０５ｂ（以下、総称するときは係止凸部２０５という。）が形成されている。係止凸
部２０５ａは複数の突出片を上下方向に配列し、それらの背部を板で連結した形状を有し
ており、左内側部２０３ｂから凸状に突出して左内側部２０３ｂと一体に形成されている
。係止凸部２０５と係止凹部３１５とは、遊技盤３００を内枠２００に着脱自在に係止す
る係止構造を構成する。
【００４２】
　また、図３に示すように、内枠２００の複数の位置には、スペーサ受け部２０６が形成
されており、スペーサ受け部２０６にはスペーサ２０７が嵌合する。スペーサ２０７はゴ
ム等の弾性部材であり、内枠２００に対して遊技盤３００を装着した状態において、内枠
２００と遊技盤３００との間に介挿された状態となる。
【００４３】
　次に、係止凸部２０５と係止凹部３１５との係合動作、並びに、遊技盤３００の内枠２
００への装着手順について図７を参照して説明する。図７（ａ）に示すように、作業者は
、まず、スライド部材３１１が非突出位置にあることを確認した上で、遊技盤３００を内
枠２００の前面側から内枠２００に対して斜めに準備し、遊技盤３００の左側部側から内
枠２００の収容空間２０２へ遊技盤３００を挿入する。その際、背板部３１５を係止凸部
２０５の背後に差し込むようにする。
【００４４】
　続いて、遊技盤３００をその左側部側を中心として回動させながら収容空間２０２へ押
し込む。これにより、図７（ｂ）に示すように、遊技盤３００が収容空間２０２に収容さ
れて、遊技盤３００の背面にスペーサ２０７が当接した状態となる。また、係止凸部２０
５が係止凹部３１５に入り込んだ係止状態となる。これにより、遊技盤３００の左側部側
は、上下方向、左右方向並びに背面→前面方向の移動が規制されて位置決めがなされる。
なお、本実施形態では、遊技盤３００側に係止凹部３１５を設け、内枠２００側に係止凸
部２０５を設けたが、遊技盤３００側に凸状の係止部を設け、内枠２００側に凹状の係止
部を設けてもよい。
【００４５】
　最後に、スライド部材３１１を突出位置へスライドさせて係合穴２０４に係合させて遊
技盤３００の装着作業が終了する（図７（ｃ））。遊技盤３００の右側部側は、スライド
部材３１１ａと係合穴２０４ａとの係合により、上下方向、背面→前面方向の移動が規制
され、スライド部材３１１ｂと係合穴２０４ｂとの係合により、左右方向、背面→前面方
向の移動が規制される。
【００４６】
　スライド部材３１１ａとスライド部材３１１ｂとは、スライド方向が異なり、したがっ
て、遊技盤３００から突出する位置が異なっている。このため、遊技盤３００の移動を規
制する方向が異なり、遊技盤３００の移動方向を多方向で規制できる。また、島設備に設
置された遊技台の位置を考慮すると、作業者の概ね腕高さに位置するスライド部材３１１
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ａのスライド方向は左右方向とし、作業者の概ね腰高さに位置するスライド部材３１１ｂ
のスライド方向は上下方向としたことで、作業者が遊技台の手前で起立したまま容易に遊
技盤３００の交換作業を行うことができる。さらに、スライド部材３１１ｂは、遊技盤３
００の下縁から突出して、遊技盤３００の下部が前面側に出ることを規制する。これによ
り、遊技盤３００が、その下部が前面側に出て傾斜した、いわゆる寝た状態で内枠２００
に支持されることを防止できる。
【００４７】
　こうして、係止凸部２０５と係止凹部３１５との係止、並びに、スライド部材３１１と
係合穴３１３との係合により、遊技盤３００が内枠２００に位置決めされて装着される。
なお、遊技盤３００が内枠２００に装着された状態においては、スペーサ２０７が僅かに
圧縮された状態となるようにその寸法を設定しておくことで、振動等により遊技盤３００
ががたつくことをより確実に防止できる。
【００４８】
　遊技盤３００を内枠２００から取り外す場合には、逆の手順となる。すなわち、スライ
ド部材３１１を非突出位置にスライドし、遊技盤３００を収容空間２０２から斜めに抜き
出せばよい。
【００４９】
　このように本実施形態では、作業者がスライド部材３１１を操作してスライドさせるこ
とで、遊技盤３００と内枠２００との着脱ができる。また、案内部３１２が遊技盤３００
の前面に設けられたことにより、スライド部材３１１が遊技盤３００の前面に位置してお
り、内枠２００の前面側から遊技盤３００を交換できる。したがって、遊技盤３００の交
換作業を容易化できる。
【００５０】
　本実施形態では、遊技盤３００と内枠２００との着脱構造として、スライド部材３１１
と係合穴２０４との係合構造に加えて、係止凸部２０５と係止凹部３１５との係止構造を
併用したが、スライド部材３１１と係合穴２０４との係合構造のみで、遊技盤３００と内
枠２００との着脱構造を構成してもよい。しかし、係止凸部２０５と係止凹部３１５との
係止構造は、遊技盤３００を収容空間２０２に挿入しながら、係止状態にすることができ
、スライド部材３１１のようにスライド作業が不要である。したがって、スライド部材３
１１と係合穴２０４との係合構造と、係止凸部２０５と係止凹部３１５との係止構造との
併用により、作業者の作業性、遊技盤３００の交換容易性を更に高められる。
【００５１】
　なお、遊技盤３００の交換作業は前面扉４００を開いた状態で行うところ、その回動中
心となる内枠２００の左側部側は前面扉４００の存在により作業スペースが狭い。本実施
形態では、前面扉４００がヒンジ部４０１を介して内枠２００の左側部側に回動自在に支
持されており、係止凸部２０５及び係止凹部３１５からなる係止構造は、内枠２００の左
側部側に位置している一方、スライド部材３１１及び係合穴２０４からなる係合構造は、
内枠２００の左側部とは反対側の右側部に位置している。このように、スライド作業が必
要なスライド部材３１１を、前面扉４００の回動中心から離れた部位に配設することによ
り、作業スペースを確保して作業性を向上できる。
【００５２】
　スライド部材３１１及び係合穴２０４からなる係合構造の数、配設部位は、遊技盤３０
０の移動を規制する方向に応じて種々の態様が選択できる。係止凸部２０５及び係止凹部
３１５からなる係止構造を併用した場合の、その数、配設部位も同様である。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の一実施形態に係る遊技台Ａの斜視図であり、前面扉を開いた態様を示す
図である。
【図２】遊技盤３００の正面図である。
【図３】内枠２００と遊技盤３００の分解斜視図である。
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【図４】内枠２００の斜視図である。
【図５】スライド部材３１１及び案内部３１２の斜視図であり、（ａ）は案内部３１２か
らスライド部材３１１を取り出した態様、（ｂ）は案内部３１２へスライド部材３１１を
装着した態様を示す。
【図６】（ａ）乃至（ｃ）はスライド部材３１１ａの動作説明図である。
【図７】（ａ）乃至（ｃ）は内枠２００への遊技盤３００の装着手順を示す説明図である
。
【符号の説明】
【００５４】
Ａ　遊技台
２００　内枠（枠体）
３００　遊技盤
３１１　スライド部材

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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